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【公報種別】公表特許公報の訂正
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成30年12月13日(2018.12.13)

【公表番号】特表2018-531091(P2018-531091A)
【公表日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
【出願番号】特願2018-518493(P2018-518493)
【訂正要旨】国際特許分類のＸＭＬデータの誤載により下記のとおり全文を訂正する。
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｃ  19/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ   2/18     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/22     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/32     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/34     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/36     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/38     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ 101/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｃ   19/00     　　　Ｄ
   Ａ６１Ｌ    2/18     　　　　
   Ａ６１Ｌ    2/18     １０２　
   Ａ６１Ｌ  101:02     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:06     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:20     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:22     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:32     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:34     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:36     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:38     　　　　
   Ａ６１Ｌ  101:40     　　　　
【記】別紙のとおり
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(57)【要約】
歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するため
の方法であって、この方法は、以下の処理ステップの一
連の工程：洗浄剤、好ましくは洗浄液又は洗浄フォーム
を使用して、水道水供給ユニットを洗浄するステップ；
消毒剤、好ましくは消毒液を使用して、水道水供給ユニ
ットを消毒するステップ、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
好ましくは手動で実施される、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための
方法であって、前記方法が、以下の処理ステップの一連の工程：
－（ＶＳ１）洗浄剤、好ましくは洗浄液又は洗浄フォームを使用して、前記水道水供給ユ
ニットを洗浄するステップ、
－（ＶＳ３）消毒剤、好ましくは消毒液を使用して、前記水道水供給ユニットを消毒する
ステップ
を有する、方法。
【請求項２】
前記水道水供給ユニットが、
－加圧水容器、
－加圧水容器を収容するための容器受け器であって、前記水道水供給ユニットを圧縮空気
源に連結するための圧縮空気入口、圧縮空気ポートであって、これを介して、前記圧縮空
気入口から出てくる圧縮空気を前記加圧水容器に導入することができる、圧縮空気ポート
を有し、且つ水道水ポートであって、これを介して、前記加圧水容器に導入される前記圧
縮空気によって前記加圧水容器から送達されるべき前記水道水を前記歯科治療ユニットに
分配することができる、水道水ポートを有する、容器受け器
を有し、
前記処理ステップの一連の工程が、以下
－洗浄剤、好ましくは洗浄液又は洗浄フォームを使用して、前記容器受け器及び／又は前
記加圧水容器を洗浄するステップ、
－消毒剤、好ましくは消毒液を使用して前記容器受け器及び／又は前記加圧水容器を消毒
するステップ
のようにさらに発展する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
洗浄が、少なくとも部分的に、機械的に進行し、好ましくは、好ましくは何回も繰り返さ
れる拭き取り、こすり洗い及び／又はブラッシングを含むことを特徴とする、請求項１又
は２に記載の方法。
【請求項４】
洗浄が、流れる又は動かない洗浄剤で、好ましくは洗浄タンク内で進行することを特徴と
する、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
－（ＶＳ２）機械的洗浄後、消毒前に、リンス液によって、機械的洗浄中に使用された前
記洗浄剤の残留物を洗い流すステップ
を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
前記リンス液が滅菌水であり、具体的にはオートクレーブ水又はろ過水、蒸留水、二重蒸
留水、脱イオン水であることを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記加圧水容器の消毒が、浸漬消毒によって進行し、以下のステップ：
－前記加圧水容器が前記消毒剤によって完全に覆われて、前記加圧水容器の内部体積が気
泡のない状態にとどまるように、前記消毒剤で満たされた消毒タンクの中に前記加圧水容
器を配置するステップ、
－接触時間の間前記消毒剤を作用させるステップ
－前記消毒タンクから前記加圧水容器を取り除くステップ
を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
前記加圧水容器の消毒が、内部を満たす液位の消毒によって進行し、以下のステップ：
－前記加圧水容器の内部体積を前記消毒剤で完全に満たすステップ、



(4) JP 2018-531091 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

－数分間の接触時間の間前記消毒剤を作用させるステップ、
－前記加圧水容器の前記内部体積を空にするステップ
を有することを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
前記消毒剤、具体的には内部消毒用の前記消毒剤が、以下の群：アルデヒド、アルデヒド
放出剤、アルキルアミン又はアルキルアミン誘導体、両性界面活性剤、無機酸、塩素放出
化合物、クロラミド、グリコール誘導体、グアニジン又はグアニジン誘導体、ヨウ素放出
化合物、アルカリ、有機酸、過酸化物化合物、フェノール又はフェノール誘導体、フェノ
ールエーテル、ピリジン誘導体、第４級化合物、重金属化合物、金属化合物又はチオシア
ネート、から選択される、又はこの群の１又は複数の物質を含むことを特徴とする、請求
項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
前記加圧水容器の消毒が、外部スプレー又は拭き取り消毒によって進行し、以下のステッ
プ：
－前記加圧水容器の外部表面を前記消毒剤でスプレーし、接触時間の間前記消毒剤を作用
させるステップ
又は
－好ましくは前記消毒剤を含浸させた又は備えた、布、ぼろ布又はスポンジによって、又
はブラシによって、前記加圧水容器の外部表面を拭き取るステップ
を有することを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
前記容器受け器の洗浄中及び／又は消毒中に、好ましくはこの順序で、
－前記容器受け器の内部下面（この下面は、適切な運転時に前記加圧水容器に面し、この
下面から前記水道水ポートが突き出ている）が処理され、
－前記容器受け器の内部側面（この内部側面は、適切な運転時に前記加圧水容器に面し、
前記加圧水容器に対して接しており、前記水道水ポートを含まない）が処理され、
－前記水道水ポート及び前記圧縮空気ポートが処理される
ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
前記加圧水容器の洗浄中及び／又は消毒中に、好ましくはこの順序で、
－前記加圧水容器の外部面（この面は、適切な運転時に前記容器受け器に面し、この面の
中に前記水道水ポートが突き出ている）が処理され、
－前記加圧水容器の外部側面（この側面は、適切な運転時に前記加圧水容器に面し、前記
加圧水容器に対して接する）が処理され、
－前記加圧水容器の内部体積が、好ましくは前記加圧水容器の内部底部から始まって処理
される
ことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
前記処理ステップの一連の工程が、最大で１ヶ月の運転の後に繰り返される、請求項１～
１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための処理ステップの一連の工程を規
定するための方法であって、前記方法が、以下のステップ：
－（Ｓ１）歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを提供するステップ、
－（Ｓ２）規定されるテストポイントのグループを特定するステップ、
－（Ｓ３）前記特定された規定されるテストポイントのグループから、少なくとも１つの
、好ましくは複数の、前記水道水供給ユニットに実際に存在するテストポイントを選択す
るステップ、
－（Ｓ４）適合度基準が適用される、前記水道水供給ユニットに実際に存在する前記複数
のテストポイントのサブグループから、試験されるべき第１のテストポイントを選択する
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ステップ、
－（Ｓ５）規定される試験汚れ、具体的にはタンパク質試験汚れ及び／又は細菌試験汚れ
を、前記試験されるべき第１のテストポイントに適用するステップ、
－（Ｓ６）前記試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定のグループ
から選択される（それぞれの）洗浄ステップに供するステップであって、前記洗浄ステッ
プが、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度で実施される、ステップ、及び次いで、
－（Ｓ７）前記試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定のグループ
から選択される消毒ステップに供するステップであって、前記消毒ステップが、特定の消
毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施される、ステップ、
－（Ｓ８）前記テストポイントにおける前記試験汚れの減少を検出するステップ、
－（Ｓ９）前記検出された減少が特定の閾値を下回る場合に、特定の洗浄継続時間及び特
定の洗浄強度で実施された前記洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度
で実施された前記消毒ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は保
存するステップ
を有する、方法。
【請求項１５】
－（Ｓ１０）前記検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、前記それぞれ選択さ
れた洗浄ステップ及び／又は前記それぞれの消毒ステップを、処理ステップの前記グルー
プから除外するステップ、
－（Ｓ５'）規定される試験汚れ、具体的にはタンパク質試験汚れ及び／又は細菌試験汚
れを、前記試験されるべき第１のテストポイントに適用するステップ、
－（Ｓ６'）前記試験されるべき第１のテストポイントを、残りの処理ステップの特定の
グループから選択される異なる／改変された洗浄ステップに供するステップであって、前
記洗浄ステップが、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度で実施される、ステップ及び
／又は
－（Ｓ７'）前記試験されるべき第１のテストポイントを、残りの処理ステップの特定の
グループから選択される異なる／改変された消毒ステップに供するステップであって、前
記消毒ステップが、特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施される、ステップ、
－（Ｓ８'）前記テストポイントにおける前記試験汚れの減少を検出するステップ、
－（Ｓ９'）前記検出された減少が特定の閾値を下回る場合に、特定の洗浄継続時間及び
特定の洗浄強度で実施された前記洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃
度で実施された前記消毒ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は
保存するステップ
によって特徴付けられる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
－タンパク質試験汚れにおける前記検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、前
記洗浄継続時間及び／又は洗浄強度を増加させる及び／又は前記洗浄方法を変更するステ
ップ
によって特徴付けられる、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
－細菌試験汚れにおける前記検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、前記消毒
継続時間及び／又は消毒濃度及び／又は消毒方法を増加させるステップ
によって特徴付けられる、請求項１４～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
前記特定の閾値が、少なくとも４ｌｏｇステップ、好ましくは５ｌｏｇステップの減少に
対応する、請求項１４～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
前記規定されるテストポイントのグループが、以下のテストポイント：チューブの内壁、
タンクの内面、タンクの外面、消毒剤計量システム、シール、バルブ、フィルター、微粒
子フィルター、逆行性に汚染され得る／汚染された開放容器システム、逆行性に汚染され



(6) JP 2018-531091 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

得る／汚染されたチューブシステム、溝、凹部、コネクタ、受入装置、閉止部、容器の内
壁、圧力容器の内壁、容器の外壁、圧力容器の外壁、ねじ込み式閉止部、ねじ込み式コネ
クタ、ねじ部、押込継手、バルブ膜、ポンプ、ポンプ膜、流れのデッドゾーン、表面、ノ
ズル又は押込ばめノズル、を含む、請求項１４～１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
前記適合度基準が、前記テストポイントの以下の特性：水搬送、水スプレーとの接触、水
しぶきとの接触、凝縮水との接触、大気湿度との接触、凹部、溝又はデッドゾーン、のう
ちの１つである、請求項１４～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
洗浄が、部分的に、機械的に進行し且つ拭き取りを含み、消毒が、好ましくは、もっぱら
拭き取り消毒によって進行し、ここで、第１の洗浄工程（ＲＳ１）が、前記容器受け器及
び前記加圧水容器のねじ部を洗浄するステップを含み、後続の第２の洗浄工程（ＲＳ２）
が、前記圧力容器受け器のヘッド下面を洗浄するステップを含み、後続の第３の洗浄工程
（ＲＳ３）が、前記圧力容器（加圧水容器（９０））を内部洗浄するステップを含み、後
続の第４の洗浄工程（ＲＳ４）が、圧力容器を外部洗浄するステップを含み、且つ後続の
第１の消毒工程（ＤＳ１）が、前記容器受け器及び前記加圧水容器の前記ねじ部を消毒す
るステップを含み、後続の第２の消毒工程（ＤＳ２）が、前記圧力容器受け器の前記ヘッ
ド下面を消毒するステップを含み、後続の第３の消毒工程（ＤＳ３）が、前記圧力容器を
内部消毒するステップを含み、後続の第４の消毒工程（ＤＳ４）が、前記圧力容器を外部
消毒するステップを含む、
請求項２～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
洗浄が、部分的に、機械的に進行し且つ拭き取りを含み、洗浄が浸漬浴洗浄を含み、消毒
が、拭き取り消毒によって及び浸漬消毒によって進行し、ここで、第１の洗浄工程（ＲＳ
１'）が、前記容器受け器及び前記加圧水容器のねじ部を洗浄するステップを含み、後続
の第２の洗浄工程（ＲＳ２'）が、前記圧力容器受け器のヘッド下面を洗浄するステップ
を含み、後続の第３の洗浄工程（ＲＳ３'）が、前記圧力容器（加圧水容器（９０））を
内部浸漬浴洗浄するステップを含み、後続の第４の洗浄工程（ＲＳ４'）が、前記圧力容
器を外部浸漬浴洗浄するステップを含み、且つ後続の第１の消毒工程（ＤＳ１'）が、前
記浸漬浴において前記圧力容器を内部及び外部消毒するステップを含み、後続の第２の消
毒工程（ＤＳ２'）が、拭き取り消毒によって前記ヘッド及び圧力容器の前記ねじ部を消
毒するステップを含み、後続の第３の消毒工程（ＤＳ３'）が、拭き取り消毒によって前
記圧力容器受け器の前記ヘッド下面を消毒するステップを含む、
請求項２～１３のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、歯科治療ユニットのための水道水供給ユニットに関する。この歯科治療ユニッ
トは、ドリルの形態の回転器具であることができ、又はそれを含むことができる。水道水
供給ユニットによって提供される水道水は、典型的には、器具を冷却するために及び患者
の口腔をリンスするために使用される。
【０００２】
歯科治療ユニットに特に適切な水道水供給ユニットは、加圧水容器及び加圧水容器を収容
するための容器受け器を含んでよい。そして、加圧水容器を収容するための容器受け器は
、水道水供給ユニットを圧縮空気源に連結するための圧縮空気入口、圧縮空気ポートであ
って、これを介して、圧縮空気入口から出てくる圧縮空気を加圧水容器に導入することが
できる、圧縮空気ポートを有し、且つ水道水ポートであって、これを介して、加圧水容器
に導入される圧縮空気によって加圧水容器から送達されるべき水道水を歯科治療ユニット
に分配することができる、水道水ポートを有する。
【０００３】



(7) JP 2018-531091 A6 2018.12.13

10

20

30

40

50

さらに滅菌空気フィルターを有するこのような水道水供給ユニットが、例えば、出願参照
番号１０  ２０１５  ２１２  ２４８．４を有する、現時点では未公開のドイツ特許出願
に説明されている。
【０００４】
しかしながら、歯科治療ユニットのための水道水供給ユニットは必ずしも加圧水容器を有
しない。代わりに、水道水供給ユニットは、例えば規格ＤＩＮ  ＥＮ  １７１７に規定さ
れるような自由出口（ｆｒｅｅ  ｏｕｔｌｅｔ）であってもよい。
【０００５】
そこに規定されているように、自由出口は、水が供給される歯科治療ユニットの外側又は
内側にある、飲料水設備の入口側の出口オリフィスと出口側の水道水との間の、最大水道
水レベルで測定される、永続的に妨げられない自由流れセクションである。出口側水道水
は、好ましくは、水道水リザーバに保存される。歯科治療ユニットに、典型的には、ポン
プ又は圧縮空気によって、水道水が供給される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の目的は、歯科治療ユニットのための水道水供給ユニットの衛生状態に関する運転
能力を増加させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記目的は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための方法によって達成
され、ここで、この方法は、以下の処理ステップの一連の工程を有する：
－洗浄剤、好ましくは洗浄液又は洗浄フォームを使用して、水道水供給ユニットを洗浄す
るステップ、好ましくはその後
－消毒剤、好ましくは消毒液を使用して、水道水供給ユニットを消毒するステップ。
【０００８】
本方法は、好ましくは手動で実施される。本方法は、機械によって実施し、例えば、機械
のためのプログラム工程計画の形態で保存することができる。
【０００９】
本発明は、歯科治療ユニットのための水道水供給ユニットが低いレベルの微生物汚染で運
転されるべき医療機器又は医療機器のコンポーネントである、という認識を包含する。す
なわち、水道水供給ユニットは、微生物によって汚染される可能性があり、したがって、
死に至る可能性さえある感染の無視できないリスクをもたらす可能性がある。
【００１０】
同様に本発明は、水道水供給ユニットの、具体的には容器受け器及び加圧水容器を有する
最初に定められたタイプの水道水供給ユニットの、感染のリスクを低減することによって
、水道水供給ユニットの衛生状態に関する運転能力を増加させる方法がこれまでになかっ
た、という認識を包含する。せいぜい、先行技術は、水道水供給ユニットに関連して、水
道水供給ユニットのプロセス水処理方法の有効性を微生物的に検証することのできる試験
方法しか開示していない。
【００１１】
本発明に係る処理ステップの一連の工程は、これらの欠点を克服する。具体的には、容器
受け器及び加圧水容器を有する最初に定められたタイプの水道水供給ユニットについて、
微生物汚染の場合には従来処分されなければならなかった加圧水容器を、さらなる使用に
供することができるという利点が生じる。
【００１２】
好ましい構成において、水道水供給ユニットは、加圧水容器及び加圧水容器を収容するた
めの容器受け器を含む。そして、加圧水容器を収容するための容器受け器は、水道水供給
ユニットを圧縮空気源に連結するための圧縮空気入口、圧縮空気ポートであって、これを
介して、圧縮空気入口から出てくる圧縮空気を加圧水容器に導入することができる、圧縮
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空気ポートを有し、且つ水道水ポートであって、これを介して、加圧水容器に導入される
圧縮空気によって加圧水容器から送達されるべき水道水を歯科治療ユニットに分配するこ
とができる、水道水ポートを有する。
【００１３】
処理ステップの一連の工程は、好ましくは、容器受け器及び／又は加圧水容器が、洗浄剤
、好ましくは洗浄液又は洗浄フォームを使用して洗浄され、次いで容器受け器及び／又は
加圧水容器が、消毒剤、好ましくは消毒液を使用して消毒されるように、さらに発展する
。
【００１４】
洗浄は、少なくとも部分的に、機械的に進行してよい。洗浄は、好ましくは、好ましくは
何回も繰り返される拭き取り、こすり洗い及び／又はブラッシングを含む。洗浄は、特に
好ましくは、好ましくは洗浄剤を含浸させた又は備えた、布、ぼろ布又はスポンジによっ
て、又はブラシによって、進行する。
【００１５】
洗浄は、流れる又は動かない洗浄剤で、好ましくは洗浄タンク内で、進行してよい。
【００１６】
本方法の特に好ましい構成において、洗浄剤は、好ましくはその適用濃度で、好ましくは
７～１０のｐＨを有する、アルカリ洗浄剤である。洗浄剤は、さらにより好ましくは、定
着性がなく、そのため個人用保護具を使用する必要が少ない簡素な取り扱いの利点を可能
にし、したがって、非常に費用効果が高く、材料及び皮膚に優しい。
【００１７】
洗浄剤は、組み合わせ洗浄剤であってよく、ただし具体的には、前記組み合わせ洗浄剤は
消毒洗浄製品ではない。
【００１８】
機械的洗浄中に使用された洗浄剤の残留物は、好ましくは、機械的洗浄後、消毒前に、本
方法の過程において、リンス液によって洗い流される。
【００１９】
リンス液が、滅菌水、具体的にはオートクレーブ水又はろ過水、蒸留水、二重蒸留水又は
脱イオン水であることが有利であることが示されている。洗浄剤は、好ましくは、滅菌水
、具体的にはオートクレーブ水又はろ過水、蒸留水、二重蒸留水又は脱イオン水を含む。
【００２０】
特に好ましい構成において、加圧水容器の消毒は、浸漬消毒によって進行する。本方法は
、好ましくは、加圧水容器が消毒剤によって完全に覆われて、加圧水容器の内部体積が気
泡のない状態にとどまるように、消毒剤で満たされた消毒タンクの中に加圧水容器を配置
するステップを含む。次いで、消毒剤は、好ましくは、接触時間の間作用させられる。接
触時間は、例えば、３０分未満になってよい。次いで、加圧水容器は、好ましくは、消毒
タンクから取り除かれる。
【００２１】
加圧水容器の消毒が、内部を満たす液位の消毒によって進行することが、特に有利である
ことが示されている。これは、加圧水容器の内部体積を消毒剤で完全に満たすステップ、
接触時間の間消毒剤を作用させるステップ及び／又は加圧水容器の内部体積を空にするス
テップを含んでよい。
【００２２】
消毒剤は、具体的には内部消毒用の消毒剤は、有利に、以下の群：アルデヒド、アルデヒ
ド放出剤、アルキルアミン又はアルキルアミン誘導体、両性界面活性剤、無機酸、塩素放
出化合物、クロラミド、グリコール誘導体、グアニジン又はグアニジン誘導体、ヨウ素放
出化合物、アルカリ、有機酸、過酸化物化合物、フェノール又はフェノール誘導体、フェ
ノールエーテル、ピリジン誘導体、第４級化合物、重金属化合物、金属化合物又はチオシ
アネート、から選択される、又はこの群の１又は複数の物質を含む。
【００２３】
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使用される消毒剤は、好ましくは、定着作用を有しない。消毒剤は、好ましくは、有効成
分のうちの１つ又は有効成分の組み合わせに基づくべきであり、又は例えば、以下の表に
列挙される作用物質群のうちの１つに由来すべきである。
【００２４】
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【表１－２】

【００２５】
作業溶液は、０．５％～５％の濃度で存在してよく、又はアルコール作用物質群の場合、
販売溶液の濃縮形態で存在してよい。
【００２６】
消毒剤は、アルコール系消毒剤であってよい。アルコール含量は、５０％より大きくてよ
い。
【００２７】
加圧水容器の消毒が、外部スプレー又は拭き取り消毒によって進行すること、及び好まし
くは、加圧水容器の外部表面を消毒剤でスプレーするステップを含むことが、有利である
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ことが示されている。消毒は、接触時間の間消毒剤を作用させるステップを含んでよい。
消毒は、好ましくは消毒剤を含浸させた又は備えた、布、ぼろ布又はスポンジによって、
又はブラシによって、加圧水容器の外部表面を拭き取るステップを含んでよい。
【００２８】
好ましくは、容器受け器の洗浄中及び／又は消毒中に、好ましくはこの順序で、容器受け
器の内部下面（この下面は、適切な運転時に加圧水容器に面し、この下面から水道水ポー
トが突き出ている）が処理され、容器受け器の内部側面（この内部側面は、適切な運転時
に加圧水容器に面し、加圧水容器に対して接しており、水道水ポートを含まない）が処理
され、及び／又は水道水ポート及び圧縮空気ポートが処理される。
【００２９】
好ましくは、加圧水容器の洗浄中及び／又は消毒中に、好ましくはこの順序で、加圧水容
器の外部面（この面は、適切な運転時に容器受け器に面し、この面の中に水道水ポートが
突き出ている）が処理され、加圧水容器の外部側面（この側面は、適切な運転時に加圧水
容器に面し、加圧水容器に対して接する）が処理され、及び／又は加圧水容器の内部体積
が、好ましくは加圧水容器の内部底部から始まって処理される。
【００３０】
処理ステップの一連の工程が、最大で１ヶ月の水道水供給ユニットの運転の後に繰り返さ
れることが有利であることが示されている。この一連の工程は、好ましくは、最大で４０
０運転時間後に、好ましくは最大で３６０運転時間後に、特に好ましくは最大で３００運
転時間後に、繰り返される。
【００３１】
本目的は、同様に、水道水供給ユニットを処理するための処理ステップの一連の工程を規
定するための方法によって達成され、この方法は、以下のステップを有する：
－歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを提供するステップ、
－規定されるテストポイントのグループを特定するステップ、
－特定された規定されるテストポイントのグループから、少なくとも１つの、好ましくは
複数の、水道水供給ユニットに実際に存在するテストポイントを選択するステップ、
－適合度基準が適用される、水道水供給ユニットに実際に存在する複数のテストポイント
のサブグループから、試験されるべき第１のテストポイントを選択するステップ、
－規定される試験汚れ、具体的にはタンパク質試験汚れ及び／又は細菌試験汚れを、試験
されるべき第１のテストポイントに適用するステップ、
－試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定のグループから選択され
る洗浄ステップに供するステップであって、洗浄ステップが、特定の洗浄継続時間及び特
定の洗浄強度で実施される、ステップ、及び次いで、
－試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定のグループから選択され
る消毒ステップに供するステップであって、消毒ステップが、特定の消毒継続時間及び特
定の消毒濃度で実施される、ステップ、
－テストポイントにおける試験汚れの減少を検出するステップ、
－検出された減少が特定の閾値を下回る場合に、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度
で実施された洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施された消毒
ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は保存するステップ。
【００３２】
それぞれ選択された洗浄ステップ及び／又はそれぞれの消毒ステップは、好ましくは、検
出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、処理ステップのグループから除外される
。
【００３３】
処理ステップの一連の工程を規定する目的で、選択がそこからなされる処理ステップのグ
ループは、少なくとも、水道水供給ユニットを処理するための方法を参照して説明される
消毒ステップ／消毒方法だけでなく、水道水供給ユニットを処理するための方法を参照し
て説明される洗浄ステップ／洗浄方法も含む。
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【００３４】
本方法は、好ましくは、検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、規定される試
験汚れが、第１のテストポイント又はそれぞれのさらなるテストポイントに再び適用され
、次いで、別の洗浄ステップ及び／又は別の消毒ステップが、第１のテストポイント又は
さらなるテストポイントについて実施されるように、繰り返し構成される。
【００３５】
適合度基準は、好ましくは、テストポイントの以下の特性：水搬送、水スプレーとの接触
、水しぶきとの接触、凝縮水との接触、大気湿度との接触、凹部、溝又はデッドゾーンの
うちの１つである。
【００３６】
好ましい構成において、洗浄継続時間、洗浄強度、消毒継続時間及び／又は消毒濃度は、
検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に増加させられる。
【００３７】
さらにより好ましくは、タンパク質試験汚れにおける検出された減少が特定の閾値を下回
らない場合に、洗浄継続時間及び／又は洗浄強度が増加させられる及び／又は洗浄方法が
変更される。
【００３８】
細菌試験汚れにおける検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、消毒継続時間及
び／又は消毒濃度及び／又は消毒方法が、増加させられることが有利であることが示され
ている。
【００３９】
特定の閾値が、少なくとも４ｌｏｇステップ、好ましくは５ｌｏｇステップの減少に対応
することが、特に好ましい。
【００４０】
規定されるテストポイントのグループは、好ましくは、以下のテストポイント：チューブ
の内壁、タンクの内面、タンクの外面、シール、バルブ、消毒剤計量システム、フィルタ
ー、微粒子フィルター、逆行性に汚染され得る／汚染された開放容器システム、逆行性に
汚染され得る／汚染されたチューブシステム、溝、凹部、コネクタ、受入装置、閉止部、
容器の内壁、圧力容器の内壁、容器の外壁、圧力容器の外壁、ねじ込み式閉止部、ねじ込
み式コネクタ、ねじ部、押込継手、バルブ膜、ポンプ、ポンプ膜、流れのデッドゾーン、
表面、ノズル又は押込ばめノズル、を含む。
【００４１】
水道水供給ユニットを処理するための処理ステップの一連の工程を規定するための、本方
法の目的のために、水道水供給ユニットは、好ましくは、加圧水容器及び加圧水容器を収
容するための容器受け器を含む。そして、加圧水容器を収容するための容器受け器は、水
道水供給ユニットを圧縮空気源に連結するための圧縮空気入口、圧縮空気ポートであって
、これを介して、圧縮空気入口から出てくる圧縮空気を加圧水容器に導入することができ
る、圧縮空気ポートを有し、且つ水道水ポートであって、これを介して、加圧水容器に導
入される圧縮空気によって加圧水容器から送達されるべき水道水を歯科治療ユニットに分
配することができる、水道水ポートを有する。
【００４２】
本目的は、同様に、水道水供給ユニットを処理するための処理ステップの一連の工程を規
定するための方法によって達成され、この方法は、以下のステップを有する：
－歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを提供するステップ、
－規定されるテストポイントのグループを特定するステップ、
－適合度基準が適用されるグループから、試験されるべき第１のテストポイントを選択す
るステップ
－規定される試験汚れ、具体的にはタンパク質試験汚れ及び／又は細菌試験汚れを、試験
されるべき第１のテストポイントに適用するステップ、
－試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定のグループから選択され
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る（それぞれの）洗浄ステップに供するステップであって、洗浄ステップが、特定の洗浄
継続時間及び特定の洗浄強度で実施される、ステップ、及び次いで、
－試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定のグループから選択され
る消毒ステップに供するステップであって、消毒ステップが、特定の消毒継続時間及び特
定の消毒濃度で実施される、ステップ、
－テストポイントにおける試験汚れの減少を検出するステップ、
－検出された減少が特定の閾値を下回る場合に、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度
で実施された洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施された消毒
ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は保存するステップ。
【００４３】
適合度基準は、好ましくは、テストポイントの以下の特性：水搬送、水スプレーとの接触
、水しぶきとの接触、凝縮水との接触、大気湿度との接触、凹部、溝又はデッドゾーンの
うちの１つである。
【００４４】
本方法の好ましい構成において、それぞれ選択された洗浄ステップ及び／又はそれぞれの
消毒ステップは、検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、処理ステップのグル
ープから除外される。有利には、次いで、規定される試験汚れ、具体的にはタンパク質試
験汚れ及び／又は細菌試験汚れが、試験されるべき第１のテストポイントに再び適用され
る。
【００４５】
次いで、試験されるべき第１のテストポイントは、異なる／改変された洗浄ステップに供
されてよく、ここで、洗浄ステップは、残りの処理ステップの特定のグループから選択さ
れ、洗浄ステップは、好ましくは、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度で実施される
。
【００４６】
次いで、試験されるべき第１のテストポイントは、好ましくは、残りの処理ステップの特
定のグループから選択される異なる／改変された消毒ステップに供される。消毒ステップ
は、特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施することができる。
【００４７】
好ましい構成において、テストポイントにおける試験汚れの減少が、再び続いて検出され
、検出された減少が特定の閾値を下回る場合に、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度
で実施された洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施された消毒
ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は保存するステップが、好
ましくは、再び実施される。
【００４８】
次いで、同じ又は別の適合度基準が適用される、水道水供給ユニットに実際に存在する複
数のテストポイントのサブグループから、試験されるべき第２のテストポイントを選択す
ることができる。
【００４９】
本方法が、タンパク質試験汚れにおける検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に
、洗浄継続時間及び／又は洗浄強度の増加、及び／又は洗浄方法の変更を提供することが
、有利であることが示されている。
【００５０】
同様に、本方法が、細菌試験汚れにおける検出された減少が特定の閾値を下回らない場合
に、消毒継続時間及び／又は消毒濃度及び／又は消毒方法の増加を提供することが有利で
あることが示されている。特定の閾値は、特に好ましくは、少なくとも４ｌｏｇステップ
、好ましくは５ｌｏｇステップの減少に対応する。
【００５１】
規定されるテストポイントのグループは、以下のテストポイントを含むことができる：チ
ューブの内壁、タンクの内面、タンクの外面、消毒剤計量システム、シール、バルブ、フ
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ィルター、微粒子フィルター、逆行性に汚染され得る／汚染された開放容器システム、逆
行性に汚染され得る／汚染されたチューブシステム、溝、凹部、コネクタ、受入装置、閉
止部、容器の内壁、圧力容器の内壁、容器の外壁、圧力容器の外壁、ねじ込み式閉止部、
ねじ込み式コネクタ、ねじ部、押込継手、バルブ膜、ポンプ、ポンプ膜、流れのデッドゾ
ーン、表面、ノズル又は押込ばめノズル。
【００５２】
本方法の有利な構成において、検出された減少が特定の閾値を下回らない場合に、洗浄継
続時間、洗浄強度、消毒継続時間及び／又は消毒濃度が増加させられる。
【００５３】
歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための処理ステップの一連の工程を規
定するための方法は、好ましくは、水道水供給ユニットで実施され、この水道水供給ユニ
ットは、加圧水容器及び加圧水容器を収容するための容器受け器を含む。そして、加圧水
容器を収容するための容器受け器は、水道水供給ユニットを圧縮空気源に連結するための
圧縮空気入口、圧縮空気ポートであって、これを介して、圧縮空気入口から出てくる圧縮
空気を加圧水容器に導入することができる、圧縮空気ポートを有し、且つ水道水ポートで
あって、これを介して、加圧水容器に導入される圧縮空気によって加圧水容器から送達さ
れるべき水道水を歯科治療ユニットに分配することができる、水道水ポートを有する。
【００５４】
本方法は、水道水供給ユニットを処理するための方法を参照して説明される特徴によって
、それに応じてさらに発展させることができる。
【００５５】
ここで、本発明の例示的な実施形態を、図面を参照して以下に説明する。本発明のさらな
る利点、特徴及び詳細は、図面を参照して、好ましい例示的な実施形態の以下の説明によ
って明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本発明に係る方法が好ましくは適用されるべき、水道水供給ユニットの
略図である。
【図２】図２は、図１の水道水供給ユニットのさらなる図である。
【図３】図３は、下から見た図２の水道水供給ユニット１００を示す。
【図４】図４は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための本発明に係る
方法の略図である。
【図５】図５は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための処理ステップ
の一連の工程を規定するための、本発明に係る方法の略図である。
【図６】図６は、３つの水道水供給ユニットの略図である。
【図７】図７は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための本発明に係る
方法の第１の特に好ましい例示的な実施形態の略図である。
【図８】図８は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための本発明に係る
方法の第２の特に好ましい例示的な実施形態の略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
図１は、歯科治療ユニット２００及び圧縮空気源３００に連結される「ボトル」システム
の形態の水道水供給ユニット１００を示す。コンプレッサーの形態の圧縮空気源３００は
、圧縮空気供給ライン３１０を介して水道水供給ユニット１００の圧縮空気入口１０に連
結されており、そのため圧縮空気源３００から出てくる圧縮空気ＤＬは、圧縮空気入口１
０に流入することができる。
【００５８】
導入される圧縮空気ＤＬによって、加圧水容器９０にある水道水ＢＷが、医療用ユニット
２００（この場合は歯科ユニット）の水道水供給ライン２３０を介して供給される。歯科
ユニットとして提供される医療用ユニット２００において、水道水ＢＷは次に、ドリル又
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はリンスヘッドに供給される。
【００５９】
水道水供給ユニット１００は、図２においてより詳細に示される。水道水供給ユニット１
００は円筒状リッド部６０を含む。水道水供給ユニット１００を圧縮空気源３００に連結
するための圧縮空気入口１０（図１参照）はリッド部６０に配置される。水道水ポート３
０が円筒状リッド部６０にさらに備えられ、このポートを介して水道水を医療用ユニット
２００に分配することができる（図１参照）。
【００６０】
水道水供給ユニット１００は容器受け器８０を含む。ここで示される例示的な実施形態に
おいて、容器受け器８０には円筒状加圧水容器９０が配置される。水道水ポート３０を介
して送り出されるべき殺生物剤含有水道水ＢＷは、加圧水容器９０内に配置される。円筒
状リッド部６０に備えられたスイッチ４０によって、圧縮空気入口１０に存在する圧縮空
気を解放することができ、水道水容器９０に備えられた水道水ＢＷを圧縮空気ＤＬによっ
て水道水ポート３０から排出することができる。
【００６１】
図３は、下から見た、すなわち加圧水容器９０の方向から観察された、図２の水道水供給
ユニット１００を示す。（押し込まれたときに）加圧水容器９０内へ突き出る圧縮空気ポ
ート２０の部分及び水道水ポート３０の部分を、板状ベースプレート７０の下面上に明確
に見ることができる。圧縮空気ＤＬの流れの方向及びプロセス水ＢＷの流れの方向が、矢
印の方向によって示されている。
【００６２】
図４は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための本発明に係る方法の略
図を示す。この方法は手動で実施される。この方法は、図１及び２に示されるような水道
水供給ユニットへの適用に限定されない。しかしながら、この方法を、図１及び２に示さ
れる水道水供給ユニット１００を参照し、例として以下に説明する。
【００６３】
まず第一に、加圧水容器９０（図２参照）が容器受け器８０から取り除かれる。
【００６４】
第１の処理ステップＶＳ１は、洗浄剤を使用して水道水供給ユニットを洗浄するステップ
を含む。例として、第１の処理ステップＶＳ１における洗浄は、ｐＨ８の液体アルカリ洗
浄剤を使用して実施される。
【００６５】
洗浄は、少なくとも部分的に機械的に進行し、何回も繰り返されるこすり洗いを含む。第
１の処理ステップＶＳ１は、容器受け器８０及び加圧水容器９０（図２参照）の両方を洗
浄液によって洗浄するステップを含み、ここで加圧水容器９０のみが洗浄タンク内で洗浄
される。
【００６６】
後続の第２の処理ステップＶＳ２は、機械的洗浄後に、機械的洗浄中に使用された洗浄剤
の残留物をリンス液によって洗い流すステップを含む。リンス液はオートクレーブ水であ
る。第２の処理ステップＶＳ２は、容器受け器８０及び加圧水容器９０（図２参照）の両
方をオートクレーブ水によって洗い流すステップを含む。
【００６７】
後続の第３の処理ステップＶＳ３は、消毒剤を使用して水道水供給ユニットを消毒するス
テップを含む。第３の処理ステップＶＳ３は、例として、ジメトキシテトラヒドロフラン
を含有する消毒液中での浸漬消毒によって加圧水容器９０を消毒するステップを含む。容
器受け器８０（図２参照）は、消毒剤によって、拭き取りによって消毒される。
【００６８】
再汚染を避けるために、容器受け器８０は、有利には、下部内側部ＵＩ（図２参照）で最
初に洗浄され、そこから外に、容器受け器８０の縁部Ｒまで洗浄される。次いで、外側部
ＡＳを洗浄することができる。適切な運転時に加圧水容器９０内へ突き出る、水を搬送す
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るのに必要とされる容器受け器８０のコンポーネントがその後に続く。これらは（図３参
照）、圧縮空気ポート２０及び水道水ポート３０である。容器受け器８０は、有利には、
同じ順序で消毒される。
【００６９】
図５は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための処理ステップの一連の
工程を規定するための、本発明に係る方法の略図を示す。
【００７０】
第１のステップＳ１は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニット、例えば図２に示される
ような水道水供給ユニット１００を提供するステップを含む。
【００７１】
第２のステップＳ２は、規定されるテストポイントのグループを特定するステップを含む
。規定されるテストポイントのグループは、以下のテストポイントを含む：チューブの内
壁、タンクの内面、タンクの外面、消毒剤計量システム、シール、バルブ、フィルター、
微粒子フィルター、逆行性に汚染され得る／汚染された開放容器システム、逆行性に汚染
され得る／汚染されたチューブシステム、溝、凹部、コネクタ、受入装置、閉止部、容器
の内壁、圧力容器の内壁、容器の外壁、圧力容器の外壁、ねじ込み式閉止部、ねじ込み式
コネクタ、ねじ部、押込継手、バルブ膜、ポンプ、ポンプ膜、流れのデッドゾーン、表面
、ノズル又は押込ばめノズル。
【００７２】
第３のステップＳ３は、特定された規定されるテストポイントのグループから、水道水供
給ユニットに実際に存在する複数のテストポイントを選択するステップを含む。本発明の
例示的な実施形態において、本方法は、例として、図２に示される水道水供給ユニット１
００に基づいて説明される。
【００７３】
図２に示される水道水供給ユニット１００は加圧水容器９０を有する。したがって、規定
されるテストポイントのグループから選択されるテストポイントは、圧力容器の内壁及び
外壁である。サブグループを形成するこの選択は、例としてなされたものであり、必ずし
も包括的ではない。
【００７４】
第４のステップＳ４は、適合度基準が適用される水道水供給ユニットに実際に存在する複
数のテストポイントのサブグループから、試験されるべき第１のテストポイントを選択す
るステップを含む。適合度基準はこの場合、「水搬送」である。したがって、圧力容器の
内壁が、試験されるべき第１のテストポイントとして選択される。
【００７５】
第５のステップＳ５は、規定される試験汚れ、例としてタンパク質試験汚れを、試験され
るべき第１のテストポイント、すなわち圧力容器の内壁に、適用するステップを含む。
【００７６】
第６のステップＳ６は、試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定の
グループから選択される洗浄ステップに供するステップを含み、ここで、洗浄ステップが
、特定の洗浄継続時間及び特定の洗浄強度で実施される。洗浄は、例としてｐＨ８の液体
アルカリ洗浄剤で進行する。ここで、洗浄は、少なくとも部分的に機械的に進行し、繰り
返されないこすり洗いを含む。
【００７７】
第７のステップＳ７は、試験されるべき第１のテストポイントを、処理ステップの特定の
グループから選択される消毒ステップに供するステップを含み、ここで、消毒ステップが
、特定の消毒継続時間及び特定の消毒濃度で実施される。例として、加圧水容器及びした
がってテストポイントである「圧力容器の内壁」が、５％ジメトキシテトラヒドロフラン
を含有する消毒液中で５分間の浸漬消毒によって消毒される。第８のステップＳ８は、テ
ストポイントにおける試験汚れの減少を検出するステップを含む。
【００７８】
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第９のステップＳ９は、検出された減少が特定の閾値を下回る場合に、特定の洗浄継続時
間及び特定の洗浄強度で実施された洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消毒
濃度で実施された消毒ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は保
存するステップを含む。
【００７９】
例として、５ｌｏｇステップの減少を特定の閾値として適用すべきである。第６のステッ
プＳ６における洗浄が、繰り返しのないこすり洗いによって実施されるため、例えば、タ
ンパク質試験汚れの５ｌｏｇステップの特定の減少が達成されない。
【００８０】
したがって、第９のステップＳ９において実際に実施された工程は、有利な工程として保
存されない。特定の減少を達成することができない場合、実際に実施された工程を、不適
当な工程として保存することができる。
【００８１】
第１０のステップＳ１０は、検出された減少が特定の閾値を下回らないために、それぞれ
選択された洗浄ステップを、処理ステップのグループから除外するステップを含む。例と
して、単回の機械的こすり洗いが処理ステップのグループから除外される。
【００８２】
例として、どのようにして本方法を繰り返し実施することができるかを以下に説明する。
さらなるステップＳ５'は、規定される試験汚れ、すなわちタンパク質試験汚れを、試験
されるべき第１のテストポイント、この場合はテストポイントである「圧力容器の内壁」
に、再び適用するステップを含む。測定の比較可能性を保証するために、有利には、新し
い圧力容器が提供される。
【００８３】
さらなるステップＳ６'は、試験されるべき第１のテストポイントを、残りの処理ステッ
プの特定のグループから選択される、異なる又は改変された洗浄ステップに供するステッ
プを含む。例として、こすり洗いステップは、３回繰り返されるように改変されるべきで
ある。
【００８４】
さらなるステップＳ８'は、テストポイントにおける試験汚れの減少を検出するステップ
を含む。例として、５ｌｏｇステップの減少を特定の閾値として適用すべきである。さら
なるステップＳ６'における洗浄が、３回の繰り返しを伴うこすり洗いによって実施され
るため、例えば、タンパク質試験汚れの５ｌｏｇステップの特定の減少が達成される。
【００８５】
さらなるステップＳ９'は、検出された減少が特定の閾値を下回るため、特定の洗浄継続
時間及び特定の洗浄強度で実施された洗浄ステップ及び特定の消毒継続時間及び特定の消
毒濃度で実施された消毒ステップの一連の工程を、好ましくはデータベースに、記録又は
保存するステップを含む。
【００８６】
次いで、試験されるべき第２のテストポイントを、例えば、適合度基準である水スプレー
との接触が適用されるテストポイントである「圧力容器の外壁」についての、水道水供給
ユニットに実際に存在する複数のテストポイントのサブグループから選択することができ
る。これは、例として、図４において、選択ステップＳ４を指している破線の矢印によっ
て示されている。
【００８７】
図６は、本発明に係る処理方法を適用することができる３つの水道水供給ユニット１００
の略図を示す。図６ａ）及びｂ）は、加圧されていない容器９５（水道水リザーバ）（こ
れは、水が供給される歯科治療ユニットの外側又は内側に配置することができる）を備え
る自由出口としての水道水供給ユニット１００を示す。図６ｃ）は、図２を参照して既に
説明した水道水供給ユニット１００の模式図である。図６ｃ）から明らかなように、加圧
水容器９０は雄ねじ部９１を有する。容器受け器８０は雌ねじ部８１を有する。雄ねじ部
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９１は、容器受け器８０によって完全に覆うことができる。
【００８８】
図６ａ）及びｂ）の容器９５は、飲料水設備側の入口ＺＬ及び歯科治療ユニットへの出口
ＡＬを有する。容器９５のそれぞれの最大水道水レベルＭＰが波状の水平線によって表さ
れている。妨げられない自由流れセクションＦＳが垂直矢印によって表されている。再汚
染を避けるために、水道水供給ユニット１００の容器９５は、有利には、最初に内側部Ｓ
Ｉ（図２参照）で洗浄され、そこから外に、容器９５の縁部Ｒまで洗浄される。次いで、
外側部ＡＳを洗浄することができる。容器９５は、有利には、同じ順序で消毒される。
【００８９】
図７は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための本発明に係る方法の第
１の特に好ましい例示的な実施形態の略図を示す。この方法は、「ボトル」システムの形
態の水道水供給ユニット１００で実施される（図２及び図６ｃ参照）。加圧水容器受け器
はヘッドとも呼ばれる。
【００９０】
準備ステップＶＢ１は、少なくとも１つの布に弱アルカリ洗浄剤を含浸させる又は備える
ステップを含む（洗浄用布）。同様に、少なくとも１つの布にアルコール系消毒剤を含浸
させる又は備える（消毒剤布）。同様に、準備ステップＶＢ１は、ボトルシステムのヘッ
ド（図２の加圧水容器受け器８０参照）から加圧水容器９０（図２参照）を取り除き、容
器に残っている液体残留物を抜いて加圧水容器を完全に空にするステップを含む。
【００９１】
ボトルシステムの第１の洗浄工程ＲＳ１は、ヘッド及び圧力容器のねじ部、すなわち雌ね
じ部８１及び雄ねじ部９１（図６ｃ参照）を洗浄するステップを含む。この目的のために
、洗浄用布が、ピックアップされ、好ましくは完全に広げられ、ヘッド（これは、圧力容
器をねじ部（雌ねじ部８１）でロックする）の下に下から通される。洗浄用布は、側方の
ねじ部（雌ねじ部８１）を備えるヘッド上に上方に配置される。ここで、洗浄用布は、底
部及び側方のねじ部を完全に覆う。洗浄用布の水平及び垂直の機械的移動によって隙間を
洗浄するために、次いで、洗浄用布が所定の位置に保持され、次いで、空にされた圧力容
器（加圧水容器９０）が、下からヘッドにゆっくりとねじ込まれる。反対に作用する機械
的な力で再び効果を強化するために、次いで、ねじ込まれた圧力容器がゆっくりとねじ戻
される。第１の洗浄工程ＲＳ１は、好ましくは、３回繰り返され、各回において新しい布
が用いられる。
【００９２】
第２の洗浄工程ＲＳ２は、圧力容器受け器のヘッド下面を洗浄するステップを含む。この
目的のために、新しい洗浄用布を使用して、ヘッドの下面が、外縁部から開始して面の中
央に向かう放射状の移動で洗浄される。この面は、図３に見られるベースプレート７０の
下面を意味すると解釈されるべきである。洗浄用布を使用して、ライザー管の端部とヘッ
ドの下面との間のスロット（図３参照、スロット７５）が３６０°ぐるりと拭き取られる
。第２の洗浄工程ＲＳ２は、布の未使用の部分を用いて又は新しい布を用いて、好ましく
は３回繰り返される。
【００９３】
第３の洗浄工程ＲＳ３は、圧力容器（図２の加圧水容器９０参照）を内部洗浄するステッ
プを含む。この目的のために、新しい洗浄用布がピックアップされ、一方では、空にされ
た圧力容器が（開口部を下に向けて）逆さまに保持され、他方では、完全に広げられた洗
浄用布が、円筒状容器の下部内縁部に配置される。３６０°にわたる放射状の拭き取り移
動を使用して、容器は、底部から頂部まで（最も高い点まで）内部洗浄される。圧力容器
の開口部の上縁部は、布の未使用面で、１回の移動で完全に拭き取られる。第３の洗浄工
程ＲＳ３は、好ましくは３回繰り返される。
【００９４】
第４の洗浄工程ＲＳ４は、圧力容器を外部洗浄するステップを含む。この目的のために、
新しい洗浄用布がピックアップされ、一方では、空にされた圧力容器が、開口部を下に向
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けて外部から保持され、他方では、完全に広げられた洗浄用布が、円筒状容器の上部閉鎖
外端部に配置され、３６０°にわたる放射状の拭き取り移動を使用して、容器が頂部から
底部まで外部洗浄される。第４の洗浄工程ＲＳ４は、好ましくは３回繰り返される。
【００９５】
ボトルシステムの後続の第１の消毒工程ＤＳ１は、ヘッド及び圧力容器のねじ部、すなわ
ち雌ねじ部８１及び雄ねじ部９１（図６ｃ参照）を消毒するステップを含む。この目的の
ために、消毒剤布が、ピックアップされ、好ましくは完全に広げられ、圧力容器をロック
するヘッドの下に下から通され、側方のねじ部を備えるヘッド上に上方に配置される。こ
こで、消毒剤布は、底部及び側方のねじ部を完全に覆う。布の水平及び垂直の機械的移動
によって隙間を消毒するために、次いで、消毒剤布が所定の位置に保持され、次いで、空
にされた圧力容器が、下からヘッドにゆっくりとねじ込まれる。反対に作用する機械的な
力で再び効果を強化するために、次いで、ねじ込まれた圧力容器がゆっくりとねじ戻され
る。第１の消毒工程ＤＳ１は、好ましくは、３回繰り返され、各回において新しい布が用
いられる。
【００９６】
第２の消毒工程ＤＳ２は、圧力容器受け器のヘッド下面を消毒するステップを含む。この
目的のために、新しい消毒剤布を使用して、ヘッドの下面が、外縁部から開始して面の中
央に向かう放射状の移動で消毒される。この面は、図３に見られるベースプレート７０の
下面を意味すると解釈されるべきである。消毒剤布を使用して、ライザー管の端部とヘッ
ドの下面との間のスロット（図３参照、スロット７５）が３６０°ぐるりと拭き取られる
。第２の消毒工程ＤＳ２は、布の未使用の部分を用いて又は新しい布を用いて、好ましく
は３回繰り返される。
【００９７】
第３の消毒工程ＲＳ３は、圧力容器（図２の加圧水容器９０参照）を内部消毒するステッ
プを含む。この目的のために、新しい消毒剤布がピックアップされ、一方では、空にされ
た圧力容器が（開口部を下に向けて）逆さまに保持され、他方では、完全に広げられた消
毒剤布が、円筒状容器の下部内縁部に配置される。３６０°にわたる放射状の拭き取り移
動を使用して、容器は、底部から頂部まで（最も高い点まで）内部消毒される。圧力容器
の開口部の上縁部は、布の未使用面で、１回の移動で完全に拭き取られる。第３の消毒工
程ＤＳ３は、好ましくは３回繰り返される。
【００９８】
第４の消毒工程ＤＳ４は、圧力容器を外部消毒するステップを含む。この目的のために、
新しい消毒剤布がピックアップされ、一方では、空にされた圧力容器が、開口部を下に向
けて外部から保持され、他方では、完全に広げられた消毒剤布が、円筒状容器の上部閉鎖
外端部に配置され、３６０°にわたる放射状の拭き取り移動を使用して、容器が頂部から
底部まで外部消毒される。第４の消毒工程ＤＳ４は、好ましくは３回繰り返される。
【００９９】
説明された洗浄工程ＲＳ１、ＲＳ２、ＲＳ３及びＲＳ４、及び／又は説明された消毒工程
ＤＳ１、ＤＳ２、ＤＳ３及びＤＳ４は、好ましくは、説明された順序で実施される。
【０１００】
図８は、歯科治療ユニットの水道水供給ユニットを処理するための本発明に係る方法の第
２の特に好ましい例示的な実施形態の略図を示す。この方法は、「ボトル」システムの形
態の水道水供給ユニット１００で実施される（図１及び２並びに図６ｃ参照）。
【０１０１】
準備ステップＶＢ１は、少なくとも１つの布に弱アルカリ洗浄剤を含浸させる又は備える
ステップを含む（洗浄用布）。同様に、少なくとも１つの布にアルコール系消毒剤を含浸
させる又は備える（消毒剤布）。浸漬浴のための弱アルカリ洗浄剤及び浸漬浴のための消
毒剤がさらに準備される。少なくとも１つのブラシ、スポンジ、及び／又は（含浸されて
いない）布もまた、必要に応じて準備される。準備ステップＶＢ１は、ボトルシステムの
ヘッド（図２の加圧水容器受け器８０参照）から加圧水容器９０（図２参照）を取り除き
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、容器に残っている液体残留物を抜いて加圧水容器を完全に空にするステップを最初に含
む。
【０１０２】
ボトルシステムの第１の洗浄工程ＲＳ１'は、ヘッド及び圧力容器のねじ部、すなわち雌
ねじ部８１及び雄ねじ部９１（図６ｃ参照）を洗浄するステップを含む。この目的のため
に、洗浄用布が、ピックアップされ、好ましくは完全に広げられ、ヘッド（これは、圧力
容器をねじ部（雌ねじ部８１）でロックする）の下に下から通される。洗浄用布は、側方
のねじ部（雌ねじ部８１）を備えるヘッド上に上方に配置される。ここで、洗浄用布は、
底部及び側方のねじ部を完全に覆う。洗浄用布の水平及び垂直の機械的移動によって隙間
を洗浄するために、次いで、洗浄用布が所定の位置に保持され、次いで、空にされた圧力
容器（加圧水容器９０）が、下からヘッドにゆっくりとねじ込まれる。反対に作用する機
械的な力で再び効果を強化するために、次いで、ねじ込まれた圧力容器がゆっくりとねじ
戻される。第１の洗浄工程ＲＳ１'は、好ましくは、３回繰り返され、各回において新し
い布が用いられる。
【０１０３】
第２の洗浄工程ＲＳ２'は、圧力容器受け器のヘッド下面を洗浄するステップを含む。こ
の目的のために、新しい洗浄用布を使用して、ヘッドの下面が、外縁部から開始して面の
中央に向かう放射状の移動で洗浄される。この面は、図３に見られるベースプレート７０
の下面を意味すると解釈されるべきである。洗浄用布を使用して、ライザー管の端部とヘ
ッドの下面との間のスロット（図３参照、スロット７５）が３６０°ぐるりと拭き取られ
る。第２の洗浄工程ＲＳ２'は、布の未使用の部分を用いて又は新しい布を用いて、好ま
しくは３回繰り返される。
【０１０４】
第３の洗浄工程ＲＳ３'は、圧力容器（図２の加圧水容器９０参照）を内部洗浄するステ
ップを含む。この目的のために、圧力容器は、洗浄溶液の入った浸漬浴中に配置され、完
全に浸漬される。完全に浸漬された圧力容器は、ブラシ、スポンジ又は布を使用して、圧
力容器の開口部からその最も高い点までの放射状の移動によって、内部洗浄される。第３
の消毒工程ＤＳ３'は、好ましくは３回繰り返される。
【０１０５】
第４の洗浄工程ＲＳ４'は、圧力容器（図２の加圧水容器９０参照）を内部洗浄するステ
ップを含む。完全に浸漬された圧力容器は、ブラシ、スポンジ又は布を使用して、外側の
閉鎖側から開放側に向かう放射状の移動によって、外部洗浄される。第４の消毒工程ＤＳ
３'は、好ましくは３回繰り返される。
【０１０６】
後続の第１の消毒工程ＤＳ１'は、圧力容器を内部及び外部消毒するステップを含む。こ
こで、圧力容器は、容器が消毒剤で完全に満たされるように、消毒剤浸漬浴中に配置され
る。消毒剤容器は、定められた消毒剤接触時間の間、浸漬浴中に放置される。次いで、消
毒剤容器は、洗い流され乾燥される。
【０１０７】
後続の第２の消毒工程ＤＳ２'は、ヘッド及び圧力容器のねじ部、すなわち雌ねじ部８１
及び雄ねじ部９１（図６ｃ参照）を消毒するステップを含む。この目的のために、消毒剤
布が、ピックアップされ、好ましくは完全に広げられ、圧力容器をロックするヘッドの下
に下から通され、側方のねじ部を備えるヘッド上に上方に配置される。ここで、消毒剤布
は、底部及び側方のねじ部を完全に覆う。布の水平及び垂直の機械的移動によって隙間を
消毒するために、次いで、消毒剤布が所定の位置に保持され、次いで、空にされた圧力容
器が、下からヘッドにゆっくりとねじ込まれる。反対に作用する機械的な力で再び効果を
強化するために、次いで、ねじ込まれた圧力容器がゆっくりとねじ戻される。第２の消毒
工程ＤＳ２'は、好ましくは、３回繰り返され、各回において新しい布が用いられる。
【０１０８】
後続の第３の消毒工程ＤＳ３'は、圧力容器受け器のヘッド下面を消毒するステップを含
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む。この目的のために、新しい消毒剤布を使用して、ヘッドの下面が、外縁部から開始し
て面の中央に向かう放射状の移動で消毒される。この面は、図３に見られるベースプレー
ト７０の下面を意味すると解釈されるべきである。消毒剤布を使用して、ライザー管の端
部とヘッドの下面との間のスロット（図３参照、スロット７５）が３６０°ぐるりと拭き
取られる。消毒工程ＤＳ３'は、布の未使用の部分を用いて又は新しい布を用いて、好ま
しくは３回繰り返される。
【０１０９】
説明された洗浄工程ＲＳ１'、ＲＳ２'、ＲＳ３'及びＲＳ４'、及び／又は説明された消毒
工程ＤＳ１'、ＤＳ２'及びＤＳ３'は、好ましくは、説明された順序で実施される。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】
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【図６ｂ）】

【図６ｃ）】

【図７】
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